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は じ め に 

 

国においては、21世紀を「地方の時代」と位置付け、地方分権一括法による地方への権

限移譲を進めています。そして、それを受けた地方では、個性ある自立と住民福祉の向上

を達成するため、行財政基盤の強化が不可欠となっています。 

このため、本市では、旧今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、

宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の12市町村が合併を目指し、平成17年１

月に人口18万人の新今治市が誕生しました。 

この合併は、市町村長、議員等の特別職の減少による大幅な人件費の削減や、スケールメ

リットによる旧市町村に共通した各種事務事業の経費削減をもたらすなど、行財政改革への

大きな足掛かりとなりました。 

しかしながら、近年の少子・高齢化、高度情報化及び国際化の進展、地球規模での環境問

題への関心の高まりなど社会経済情勢が大きく変化する中にあって、国、地方を取り巻く財

政環境は一層の厳しさを増し、反面、行政需要の高度化・多様化など取り組まなければなら

ない課題は山積しています。 

この行政改革大綱は、このような状況に対処するため、平成17年度から平成21年度ま

での５箇年間の計画として、市民の皆さんに行政改革の取組を明らかにし、シンプルで

アクティブな行政実現に向けた指針とするものです。 

今後、この大綱の積極的かつ永続的な実施を図り、魅力ある今治市、豊かな市民生

活の実現に努めて参りますのでよろしくご理解、ご協力のほどお願いいたします。 

 

       平成18年３月13日 

                                            今治市行政改革推進本部長 

                                               今治市長    越 智  忍 
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Ⅰ  行政改革の基本的な考え方 

(１)  行政改革の基本姿勢 

 市民は等しく行政サービスを享受する権利を有し、行政はその負託に的確にこたえ

ていかなければならない。そのためには、情報を積極的に公表し、市民と連携・協働

したまちづくりを行う市民の視点に立った行政運営の必要がある。 

 また、限られた財源の中で積極的かつ効率的により良い行政サービスを提供するた

めには、行政経営の視点に立った行政運営が求められている。 

 この二つの基本姿勢を基に、行政改革を一過性の改革ではなく、永遠の課題として

改善の積み重ねを推進しなければならない。 

(２)  行政改革の推進期間 

 この大綱に定める事項については、平成17年度から平成21年度までの５箇年間の

計画として推進するものとする。なお、この大綱に盛り込んでいないものについて

も、改革の必要が生じれば、積極的に対応していく。 

(３)  行政改革の推進体制 

  行政改革の推進体制は、次のとおりとする。 

 ① 行政改革推進本部は、市長を本部長、部長以上を本部員とする市の行政改革を

推進する主体である。 

   推進本部は、市民、市議会、行政改革推進委員会等の提言を聴き、行政改革大

綱や集中改革プランを策定する。また、行政改革担当課や各部課を指示し、行政

改革大綱や集中改革プランに沿って、行政改革を推進する。 

 ② 行政改革推進委員会は、民間人で組織し、推進本部の諮問に応じ、行政改革大

綱・集中改革プランの策定や行政改革の推進状況等について審議・評価し、推進

本部に対し答申（提言）を行う。 

 ③ 市議会は、市民から負託を受けた機関として、行政改革大綱・集中改革プラン

の策定や行政改革の推進状況の報告を適宜徴し、これらを審議・評価する。また、
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議決機関の立場で、行政改革に関し、執行機関(推進本部)に適切な助言・提言を

行い、共に行政改革を推進する。 

 ④ 行政改革担当課は、庁内各部課と協議し、行政改革大綱案・集中改革プラン案

を作成するとともに、策定された行政改革大綱・集中改革プランに基づき、庁内

各部課に行政改革の実施を指示し促す。 

 
   以上を図示すれば、以下のとおりである。  
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（４)  行政改革の進行管理 

 実効ある行政改革を実現するためには、行政改革推進本部は、集中改革プランに

おいて、改革の実施時期・状況などの具体的な取組を分かりやすく明示し、市民、

行政改革推進委員会、市議会等の評価を受けながら、大綱に基づく改革を着実なも

のとするよう適切な進行管理に努める。 

 進行管理を図示すれば、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①計画 PLAN

・庁内 各部局  

    各 課  

大綱及び計画 (集

中改革プラン )に

従い実行  

③評価 CHECK 

②実行 DO 

・市議会  

・行政改革推進委員会  

・市民  

進行状況等について  

評価  

④改善 ACTION 

・行政改革推進本部  

〔行政改革担当課〕  

計画内容の見直し  

新たな計画の検討  

・行政改革推進本部  

〔行政改革担当課〕

何をどのように改善

するか。  

行政改革大綱・集中

改革プランの策定  
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Ⅱ  行政改革の基本的方策 

第１ 市民の視点に立った行政運営 

改革の実施に当たっては、多様化、高度化する市民の要望を

的確に把握し、常に市民の意向を尊重し、行政サービスの向上

を図る。 

また、これまでの行政主導による施策の展開ではなく、市民

とともに知恵と汗を出し合う中で、信頼関係を深め、良好なパ

ートナーシップを確立し、市民との連携・協働によるまちづく

りを進めていく。 

１  市民との連携・協働によるまちづくり 

(１) 市民への適切な応対 

市民の目線に立ち、市民の要望にこたえたサービスを次のよ

うに提供する。 

① 「市民は顧客であり、市役所は市民に役立つ所である」と

の認識に立ち、市民への応対時には、あいさつはもとより、

その要望・申請には、親切、丁寧、正確、迅速、公平を旨と

して、市民が満足する行政サービスの提供に努める。また、

来庁者に配慮し、分かりやすい案内表示、バリアフリー※化

等施設の一層のユニバーサルデザイン※化を図る。 

② 文書作成や話し言葉は、難解又は意味不明な役所言葉を使

用せず、相手に不快感を与える表現をしない。また、外来語

は、言い換えのできない特殊な専門語を除いて、日本語化さ

れ大多数の人が理解できるもの以外は使用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バリアフリー 

 建 築 設 計 に お

いて、高齢者や障

害 者 が 日 常 生 活

を 送 る 上 で 障 害

と な る も の を 取

り除くこと。 

 

ユ ニ バ ー サ ル デ

ザイン 

 障 害 者 ・ 高 齢

者・健常者の区別

なしに、すべての

人 が 使 い や す い

よ う に 製 品 ・ 建

物・環境などをデ

ザインすること。
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③ 本庁まで出向かなくても、各出先機関に設置しているテレビ

 会議システムや電子メール※、手紙などによる相談、苦情、要

 望等は、担当課で受け付け、回答・説明するとともに、改善を

 要するものは、必要な措置を執る。 

(２) 開かれた行政の推進 

福祉、環境、文化、スポーツ、防災、国際交流等のまちづく

りには、行政だけでは担い切れない部分があり、自主的・自発的

で、速やかな対応が可能な自治会、婦人会、青年団等の各種コミ

ュニティ団体やボランティア団体、ＮＰＯ※等やこれらを構成する

市民の理解・協力が必要である。このためには、次の事項に積極

的に取り組み、透明で公正な開かれた行政を推進して、市民との

信頼関係を築かなければならない。 

① 情報公開条例、個人情報保護条例の趣旨にのっとり、個人情

 報を十二分に保護しつつ、行政情報を原則的に公開し、透明で

 公正な開かれた行政を推進する。また、行政手続法、行政手続

 条例を適正に運用するとともに、同制度の趣旨を踏まえた事務

 事業の適正な執行に努める。 

② 広報誌やインターネット※上の市のホームページ※を更に充

 実させるとともに、報道機関などにより､市民に行政の動きや内

 容など多様な情報を、積極的かつタイムリーに分かりやすく公

 表・発信し、説明責任を果たす。 

  また、ここ数年のうちに、デジタル化※により双方向化するテ

 レビ放送を広報広聴活動でいかに活用するか、今後検討する必

 要がある。 

 
電子メール  

 インターネッ

トを利用した端

末間のメッセー

ジ通信  

 

ＮＰＯ  

(Nonprofit 

Organization) の

略  

 非営利組織。政

府や私企業とは

独立した組織で

市民や民間の支

援により公益的

な活動を行う組

織  

 

インターネット  

 世界中のコン

ピュータを通信

網で結ぶネット

ワーク  

 

ホームページ  

 インターネッ

ト上で情報を提

供する場  

 

放送のデジタル

化  

 アナログ放送

より周波数帯域

の使用効率が良

いため、多チャン

ネル化や高画質

化が可能となる。
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③ 重要な計画や施策の策定に当たっては、アンケート調査、モ

ニター制度、パブリックコメント制度※、公聴会等できる限り

市民の意見・要望を聴き、これを行政に反映させる。 

（３）市民活動団体との連携・協働 

  市民の持つ能力と機動力をまちづくりに生かしていくため、市 

民活動に必要な情報収集や調査研究、情報や活動場所の提供、 

市民活動団体間の交流機会の拡大など、市民活動団体の自主的・ 

主体的な活動を側面的に支援し、市民活動団体組織の基盤強化 

を図るとともに、行政と市民活動団体が連携・協働して事業を 

実施する。 

（４）公共施設の管理運営 

市民の福祉、文化、教育等の向上を目的として設置されてい

  る公共施設については、施設の利用を一層推進するため、市民の

  利便性を基本として、次の視点に立って管理運営の改善を図る。 

① 公共施設を所管する職員は、市民の要望に沿った事業の企画

 ・実施、ボランティアとの協力関係の構築など管理運営を創意

 工夫し、施設利用率の向上と収支改善に努め、施設の活性化を

 図る。 

   ②  市民の利用要望の多い施設は、要望内容、利用実態、利便性、

 費用対効果等を検討し、可能な限り、開館日の拡大、開館時間

 の延長を行う。 

③  行政需要の変化に伴い、設置目的の意義が薄れたものや利用

 率が極端に低い施設は、開館日・開館時間の縮小、施設の廃止、

 他施設への転用等を検討する。 

④   これからの公共施設は、高齢者や障害者にとって利用しやす 

 
 

パ ブ リ ッ ク コ

メント制度  

行 政 の 意 思

決 定 過 程 に お

い て 広 く 市 民

に 素 案 を 公 表

し、寄せられた

意 見 を 考 慮 し

て 意 思 決 定 を

行う制度  
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い施設であることが強く望まれる。新設施設はもとより、既存

施設についても、ユニバーサルデザイン化を計画的に実施して、

高齢者や障害者にも優しい施設にする。 

（５）省エネ・省資源の推進 

 地球温暖化の防止と限られた資源を守るため、冷暖房温度の適 

正化､昼休みの消灯、ペーパレス化※、再生用紙の使用等を推進す 

るとともに、市民、事業者と連携して、ごみの分別収集を一層徹 

底し、ごみ減量と資源のリサイクルに努め、ごみ処理経費を節減

 するとともに、循環型社会による省エネ・省資源化を目指し、地

 球環境の保全に努める。 

（６）活力あるまちづくり 

 自転車、歩行者専用道を有し、多島美の景観を楽しめる「しまな

み海道」の特長を生かした新イベント※の企画、市民活動団体等

と連携したイベントの開催、誘致等により、多くの観光客やイベ

ント参加者を迎え、まちを活性化させるとともに、地域の自然、歴史・

文化、産業を効果的に全国へ発信する。 

 また、地場産業を活性化していくことに加え、企業、研究所等の

誘致や新産業の起業を情報面、資金面で支援して産業を振興し、市民、

企業等と連携しながら、豊かで活力があり、若者が定着・流入す

るまちづくりを図る。 

 

 

 

 

 

ペーパレス化 

 紙を使用せず、資

料 の 作 成 や 情 報 の

伝 達 を パ ソ コ ン 等

の 電 子 機 器 で 行 う

こと。 

 

 

 

 

 

 

イベント 

 行事、催し 
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２  行政需要に迅速かつ的確に対応する組織とその活性化等 

 今日の社会経済環境の変化の中で、多様化する行政課題に迅速か

つ的確に対応するため、既存の組織を簡素で実効性のある組織・機

構に常に再編成するよう、次のような視点から、引き続き見直しを

続ける。 

  (１) 新たな行政課題への適応力の強化 

地方分権化、少子高齢化、高度情報化、環境保全等多様化する

行政需要に対し積極的な施策を展開するため、引き続き次の部門

を充実強化する。 

   ①  地方分権時代を迎え、中央依存型の行政から脱却し、地方自

らの判断と責任で地域の実情に即応した政策形成や戦略的な

施策展開を行うため、企画・政策を研究する部門 

  ②  高齢化に対応した保健福祉サービス部門、少子化に対応した

子育てを支援する部門、男女共同参画社会の実現を推進する部

門 

③ 市民サービスの向上と事務の効率化のためＩＣＴ※化を推進

し、電子自治体の構築を目指す部門 

④ 地球環境の保全、循環型社会の形成のため、市民・事業者

と連携して、省エネ・省資源やごみ減量・資源リサイクルに取

り組む部門 

   ⑤  市民と意思疎通を図り、市民の行政参加を促進するため、市の

持つ情報を積極的に提供・公表するとともに、市民の要望を的確

に把握して行政に反映させる部門 

⑥ 個性と活力にあふれた豊かなまちづくりのため、市民や市民活

動団体を側面から支援し、連携・協働するとともに、市民活動 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＩＣＴ 

(Information 

and 

Communication 

Technology) 

の略。情報通

信技術 

 コミュニケ

ーションの重

要性を一層明

確化した情報

通信技術  
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団体組織の基盤強化を図る部門 

⑦ 企業の誘致を推進するほか、地場産業の振興や新規産業の創

出を支援して、活力と潤いがあり、若者が定着・流入するまち

づくりを図る部門 

⑧ 市税等の歳入の収納率・収納金額を向上させ、財源確保を図

る部門 

⑨  地震・風水害等による災害の被害を未然に防止し、又は 小限 

に食い止めるため、自主防災組織の育成、市民の防災意識の普及・ 

啓発、防災体制の整備などを図り、市民の生命・財産を災害から 

守る部門 

(２) 行政組織の簡素化・効率化 

 事務事業、人員配置、事務処理方法等を常に見直し、簡素で効

率的な組織機構の維持・継続を図る。 

   ①  特定の職務が複数の部・課にまたがる場合、縦の命令系統と

横の連絡調整系統を機能的に整理して、縦割り行政の弊害の除

去に努める。 

   ②  細分化の傾向にある組織を見直し、類似業務・関連業務はで

きる限り単一の組織にまとめる。 

   ③  組織の新設に当たっては、スクラップ・アンド・ビルド※を原

則とする。 

   ④  組織の再編に当たっては、市民の視点に立ち、市民の利便性

に配慮した構成、組織名とする。 

  ⑤  合併により設置された支所は、当面総務部門を除き旧町村の

事務を原則的に行う総合支所方式とするが、合併に備え整備し

た地域公共ネットワーク※を活用し、住民サービスに配慮しなが 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクラップ・ア

ンド・ビルド 

 経営方針の一

つで、老朽施設

を廃棄し、能率

的な施設を作っ

ていくことから

転じ、組織や事

業を新設する場

合は、既存のも

のを改廃し、全

体として組織や

事業の拡大を防

ぐ。 

 
地域公共ネット

ワーク 

 本庁、支所、

公民館、図書館

など公共施設を

結ぶ通信網。情

報の共有化や相

互通信が可能に

なり、事務の効

率化、住民サー

ビスの向上に資

する。  
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らも順次事務の効率化を図り、組織を簡素化する。 

⑥   事務処理及び意思決定の迅速化や責任の明確化並びに職員の 

主体性を発揮させるため、組織のフラット化※を検討していく。 

これにより事務処理や意思決定を機動的に行い、行政需要へ 

の迅速な対応を図る。 

(３) 組織の活性化 

職員の能力、意欲、実績等に配慮し、適材適所による人材

の登用を図り、健全な競争原理の導入に努め、給与面、人事面

の処遇に反映させるなど、組織の活性化や職員の士気高揚を図

る。 

① 公務員制度改革※等の国の動向も注視しつつ、人事考課の

 方法の詳細や問題点を整理・解決し、公平で信頼性のある人

 事考課制度を定着させる。 

② 人事考課制度の一環として、職員自らが数値で表した目標

 を設定し、これを実践することにより、創意工夫の促進、職

 員の能力伸長等を図ることを目的とする目標管理制度を定着

 させ、事務事業の効果的な進行管理を行う。 

③ 職員自らの能力の有効活用を図るとともに、組織の活性化

 や効率的な行政運営を促進するため、自己申告制度を一層活

 用する。 

また、特定の職務・ポストについて意欲や能力のある職員

 からの異動希望を募る庁内公募制度の導入についても検討

 する。 

④ 健康・家庭の状況等で職責を重荷に感じている職員に対し、 

本人の希望によって職責を軽減して、適性に応じた職員配置 

 

 

 

組 織 の フ ラ ッ ト

化 

 多 く の 階 層 か

ら な る 組 織 を な

る べ く 少 な い 階

層に見直し、意思

決 定 の プ ロ セ ス

の簡素化を図る。

 

 

公務員制度改革 

 国 民 本 位 の 行

政を目指し、公務

員 の 制 度 を 抜 本

的 に 改 革 す る こ

とで、行政の在り

方 そ の も の の 改

革を目指す。2001

年 12 月に閣議決

定され、能力等級

制 度 な ど 人 事 制

度 の 抜 本 的 改 革

や人材確保、組織

の 改 革 な ど が 盛

り込まれている。
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を行う希望降格制度の導入を検討する。 

⑤   女性職員の職務分野を広げ、能力発揮の機会を増大させる。 

また、女性職員を積極的に管理職へ登用する。 

⑥   複雑多様化する行政需要への対応やＩＴ化の進展などに

 よる職務環境の変化により、職員に新たなストレスの要因が

 増大している。職員が心身両面にわたって健康を保持・増進

 していくため、メンタルヘルスケア※や健康管理を一層充実

 させる。 

また、職員の心身の健康維持のため、時間外(休日)勤務の

 縮減と年次有給休暇の取得促進を図る。 

  (４) 附属機関等の見直し 

 審議会、委員会などの附属機関等は、行政の専門知識を補い、

公正の確保を図るとともに、市民の行政への参加や透明性の確保

を図る重要な手段であり、市民の幅広い意見を行政に反映する機

関として設置されるものである。その機能が十分発揮できるよう

積極的に見直す。 

① 各界・各層から優れた人材を幅広く登用する。また、女性委

 員の登用拡大(目標40パーセント)、公募委員の拡大など、委員

 の構成について再考する。なお、市議会議員及び市職員は、附

 属機関等の設置目的を考慮し、原則的に委員としない。 

②   設置目的を達成した附属機関は、速やかに廃止し、設置目的

が類似しているもの、審議事項の重複するものについては統合

を検討する。委員定数を見直し、適正で実効ある定数とする。 

③  引き続き、審議会の審議内容を市のホームページで積極的に

      公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メ ン タ ル ヘ ル ス

ケア 

 精 神 衛 生 上 の

健康管理 
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第２ 行政経営の視点に立った行政運営 

合併の効果を生かしながら、行政の役割を見極めた施策の選択、費

用の縮減等により、限られた財源の有効活用を図り、経営感覚に基づ

いたコスト意識、迅速性等を重視した簡素で効率的な行政を目指す。 

１ 行政の担うべき役割の重点化と簡素効率化 

厳しい財政環境の中で、多様化、増大化する行政需要と新たな行

政課題に的確に対応していくためには、事務事業の全般にわたって

聖域を設けることなく、行政が真に責任を持つべき分野の再点検、

事務事業の優先順位、民間委託の可否等の見直しを絶えず行わなけ

ればならない。 

  (１) 事務事業の重点化と簡素効率化 

① 現状にそぐわなく不必要な事務事業、行政関与の必要性が低

く民間に任せるべき事務事業、経費に比較して行政効果の低い

事務事業、緊急性に乏しい事務事業等を再編・整理、廃止・統

合する。 

② 民間の優れた経営技法・発想の導入、緊急度・優先度・必要

性等を考慮した事業の選択、事務手続の改善（権限の下部委譲、

添付書類の削減、押印の省略、様式記載事項の簡素化、電子メ

ールやファクシミリの活用、事務処理期間の短縮等）、ＩＣＴ

化の推進等により事務事業の効率化、重点化を図る。 

③  新たな事業に着手する前や事業が完了した後に、事業の効率

性（費用対効果）、有効性（目標達成度）を具体的な指標で

客観的に分析・評価し、今後の事業の見直しや優先施策・重

点施策の検討に役立てるため、行政評価※(事務事業評価)制度

の導入について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政評価 

 政策、施策、事

務 事 業 の 実 施 に

当たり、事前、事

中、事後を問わず

一定の基準、指標

をもって妥当性、

達成度、成果を判

定する制度 
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④ 合併時に調整できなかった旧市町村間で不均一な事務事業

については、できる限り早期に統一する。 

⑤ 公共工事の入札・契約制度については、透明性の確保、公

正な競争の促進、施工体制の適正化等をより一層進めること

が重要な課題である。予定価格の事前公表、 低制限価格制度※

の撤廃、指名基準の公表、建設業者格付の公表、工事完成保証

人の廃止等もろもろの改革を実施してきたが、これらの改善事

項を維持・継続するほか、一般競争入札や意向確認型指名競争

入札の適用範囲の拡大、公募型指名競争入札制度、電子入札

制度、ＶＥ方式※等の新たな入札・契約方式を調査・検討する。 

⑥ 公共施設の新設に当たっては、いわゆるハコ物の建設は、極

力抑制するが、やむを得ず建設するときは、市民の意向を反映

しつつ、施設の必要性、緊急性、規模・整備水準、利用見込み、

将来の財政負担等を十分検証して建設する。 

⑦  少子化時代を迎え、児童・生徒が極端に減少している学校は、 

長期的展望に立って、児童･生徒に対する教育上の見地から適正

 規模、適正配置となるよう検討し、関係団体と協議の上、統廃

 合する。 

 また、地域の交流の場、コミュニティづくりを目指す拠点と

して、放課後・休日等には、児童・生徒の安全に配慮しながら、

学校施設を地域に開放し、社会教育（社会体育）、高齢者福祉、

子育て支援策等に有効に活用することを検討する。 

  (２) 民間委託等による民間活力の活用 

 多様化する行政需要のもとで、行政サービスの向上と効果的・

効率的な行政運営を図るためには、適正な管理監督のもとに民間 

 

 

 

 

低 制 限 価 格 制

度 

 工 事 等 の 請 負

を 入 札 に よ り 締

結する場合、技術

上 考 え ら れ な い

よ う な 低 価 格 で

の 落 札 を 防 止 す

るため、予定価格

の 範 囲 内 で 落 札

価 格 の 低 限 度

の 価 格 を 設 定 す

る制度 

 

ＶＥ方式 

(Value 

Engineering) 方 式

の略 性能・機能

を 維 持 し つ つ コ

ス ト を 縮 減 す る

技術開発・改善提

案 を 受 け 付 け る

方式 
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能力を積極的に活用することが必要である。 

  ① 次に掲げる事務事業は、民間活力の積極的な活用が望まれる。 

     ア 特殊又は専門的な知識、技術・技能が必要であるもの 

     イ 市が直接処理するより委託した方が経済的・能率的である

 もの 

     ウ 市民活動団体の育成に役立ち、自治意識・コミュニティ意

 識の高揚ができるもの 

   エ 業務が時間的・時期的に集中し、１日あるいは年間を通じ

 て職員を配置する必要がないもの 

② 利用者へのサービス向上と効率的な管理運営が期待される公

の施設は、地方自治法の改正（指定管理者制度※）を踏まえ、当

該施設職員の配置も考慮しながら、公共的団体、第三セクター

にとどまらず、民間団体についても視野に入れた指定管理者に

よる管理運営を検討する。 

また、ＰＦＩ※方式の本市における適用可能性を研究・検討

する。 

③ 公の施設の管理運営を指定管理者に行わせるに当たっては、指 

 定管理者の自主的な経営努力を促すため、利用料金を指定管理 

者の収入とし、これによって管理費用を賄う利用料金制度の導入

についても併せて検討する。 

④ 既に委託している事務事業については、行政効率の向上、

   行政コストの削減等委託本来の趣旨に合致しているかなどの

   視点から再評価し、必要があれば委託内容を変更する。更に、

   効果の乏しい委託は、直営との対比を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理者制度 

 従来、公の施設

の管理は、公共的

団体又は市が 1/2

以 上 出 資 す る 法

人 に 限 定 さ れ て

いたが、議会の議

決 を 経 て 民 間 会

社を含む「指定管

理者」を選定でき

ることとなった。

 

ＰＦＩ  

(Private Finance 

Initiative)の略 

 民 間 の 資 金 や

経営能力・技術能

力を活用して、公

共 施 設 等 の 社 会

資本の整備、維持

管理、運営等の公

共 サ ー ビ ス を 一

体 的 に 民 間 に ゆ

だね、効率的・効

果 的 に 事 業 を 行

う手法 
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  (３) 地方公営企業の経営健全化 

 地方公営企業の健全な運営を確保するための水道料金等企業

収入については、効率的な経営をしている場合の適正な原価を算

出し、その収入の確保に努め、経営の健全化をなお一層推進する。 

 今後増大することが予想される老朽施設の更新事業に対して、

必要な財源を計画的に確保し、安全、安心、安価そして安定的な

水道供給に努める。 

 また、社会経済情勢の変化等により、今後水道料金において大

幅な増収を期待できない現状から、経費の節減によるコストの低

減が重要な課題となるため、職員給与費、動力費、薬品費等の維

持管理的な経費の節減によるコストの低減に格段の努力を払い、

経営の効率化を推進することとする。 

  ① 適正な収入の確保 

     水道料金については、効率的な経営をしている場合の適正な営業 

費用に事業を健全に運営していくために必要な資本費用を加えた、 

いわゆる総括原価方式※に基づく料金を設定し、適正な見直しを行 

う。 

収納率向上については、収納体制の強化に努めるとともに、

口座振替の推進により収入の確保に努める。 

  ② 安定的な水道供給 

   普及率が96パーセントを超え、建設投資の内容が新設拡張事業か 

ら改良事業へと移行しつつあることを踏まえ、安定供給を図るため 

老朽化施設の整備を行う。 

 老朽化施設の更新を行う際には、集中監視システムの導入等省力 

化を考慮した施設整備を行う。また、投資規模の適正化に十分配慮 
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営 を 維 持 す る た
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するとともに、施設の統廃合を検討するなど経費の節減に努める。 

 漏水防止対策として給配水管及び計量設備の整備を図るととも

  に、耐震性を考慮した材料を使用し水の有効利用を図る。 

③ 経費の節減 

 民間に委託した方が経済性に優れている業務、民間に代替手段の 

ある業務、民間によってサービスが提供されており行政が競合して 

実施する意義が薄れているもの等については、公営企業においても 

積極的かつ計画的に民間委託の推進を図る。（委託収納業務、窓口 

業務、浄水場の運転操作業務、宿日直業務など） 

 また、業務の効率性及びサービス内容を再検討し、効率的な人員 

配置になるよう組織を再編し、維持管理的な経費の節減に努める。 

  (４) 第三セクター等の見直し 

 第三セクター及び外郭団体は、市の業務の補完的事業や市から

の委託業務を行うなど行政の一翼を担っており、その経営状況の

いかんによっては、市に直接影響を及ぼすこととなる。一方、公

の施設の管理は指定管理者制度により、民間団体が行うことも可能

となった。 

 このため、次の視点から、第三セクター及び外郭団体の活動の

実態、その機能等について見直し、経営の自立性を確保するとと

もに業務運営の活性化・効率化を図る。 

   ①  第三セクター及び外郭団体には、コスト意識を徹底させ、組織

の簡素・効率化、職員の定数・給与等の人事管理、経費の節減

及び事業の見直しなどを不断に行わせる。 
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   また、行政評価の視点も踏まえた点検評価の充実・強化を図

る。 

② 第三セクター及び外郭団体への前例を踏襲した委託料や安易

な公的支援となる補助金等の支出は、団体の自主運営や改善努

力を阻害する要因にもなるので、その必要性、妥当性を十分検

討する。 

   ③  設立目的や事業内容が類似している団体は、運営基盤の強化 

や業務・組織体制の効率化のため、統合を検討するとともに、

民間譲渡、完全民営化を含めた既存法人の見直しを積極的に進

める。 

また、新たに第三セクター等に業務を行わせる必要のある場 

合については、既存の第三セクターを活用することとし、新規 

の第三セクターの設立を抑制する。 

④ 第三セクター及び外郭団体の公正で透明性の高い運営を確

   保するため、第三セクター及び外郭団体は、事業内容、経営状 

況、公的支援等について自主的に情報公開に努める。 

  (５) 地方公社の経営健全化 

 本市で唯一の地方公社である今治市土地開発公社は、国の土地

開発公社経営健全化対策措置要領に基づき、愛媛県知事から公社

経営健全化団体に指定され、平成13年度から平成17年度まで、

国の支援制度を積極的に活用しながら、計画的に土地開発公社

が保有する土地の売却を行って簿価総額の縮減を図り、一定の

成果を挙げてきた。しかしながら、土地開発公社の経営環境が

なお厳しいことから、国は、新たな経営健全化対策を定め、土

地開発公社の経営健全化への積極的な取組を求めてきている。 
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こうしたことから、今治市土地開発公社が保有する土地の簿

価総額のなお一層の縮減を計画的に行い、土地開発公社の経営

の健全化を図る。 

また、土地開発公社の一般管理経費については、公社職員を

すべて今治市職員が兼務し、事務所も今治市庁舎内に設置する

等、従来から経費の節減を行っているが、今後も引き続き、削

減できる経費がないか等、事務の見直し、改善を図る。 
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２  定員管理及び給与等の適正化 

 市民の求める行政需要に的確にこたえられる効率的な体制を確

保するためには、組織機構の整備を図るとともに、職員の適正な人

事管理が重要である。 

 このため、人事管理の主要な課題である定数、給与等について、

次に掲げる視点から見直し、総人件費を抑制する。 

  (１) 適正な定員管理 

 行政に対する市民の要望が、量的にも質的にも変化し多様化す

る中で、財政状況が厳しくても、行政サービスの水準低下を招か

ないためには、公務能率の向上、事務事業の整理・統合、ＩＣＴ

化の推進等により職員数を削減し、総人件費を抑制しなければ

ならない。特に、島しょ部を抱えるという地理的事情はあるもの

の、定員モデル※や類似団体を参考に、将来の職員の年齢構成も

考慮しながらも、次のような対策を講じて、できる限り早期に、

必要 小限の職員数による執行体制を確立することが重要である。 

①  中長期的な視点に立った定員適正化計画を新たに策定し、こ

れに基づいた職員数の適正化を着実に実施していく。定員の適正

化の状況については毎年市民に公表する。 

 職員数が適正化されるまでの間は、新規採用者を退職者の半

   数程度に抑制し、早期の目標達成に努める。 

   ②  新しい行政課題や主要事務事業を抱える部門へ計画的、重点

的に職員を配置し、他方、行政需要の減少した部門は削減を断

行し、行政需要の変化に見合った柔軟で積極的な定員管理を実

施する。 

   ③  事務事業の見直し、ＩＣＴ化、民間委託等を更に推進し、適 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定員モデル 

 組 織 ご と に そ

の 団 体 と 関 係 の

深 い 人 口 や 行 政

需 要 関 係 指 標 を

基 に 総 務 省 に よ

り 示 さ れ る 定 員

数のモデル。定員

の 適 正 化 の 一 つ

の指標となる。 

 



- 20 - 

正な定員による効率的な執行体制の確立に努める。 

④ 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律を

   活用し、高度の専門的知識経験を備えた民間人材の活用、期限

   が定められた専門的な行政課題に対応するため、任期付職員採

   用制度※の導入を検討する。 

⑤ 臨時職員及び非常勤職員の有効活用は人事管理上必要である 

 が、合併により一時的に生じた人員もあり、これら職員を漫然

   と配置することなく、業務の実態等を考慮しながら、見直しを

   実施する。 

また、今まで利用の少なかった派遣職員についても、事務事

   業の性質等に応じ、導入・活用を検討する。 

  (２) 給与等の適正化 

給与は、職員の生活基盤であり、勤労意欲の維持にも結びつく

人材確保上の重要な要素である。他方、人件費等の義務的経費が

占める割合が大きくなるほど、市民サービスやまちづくりのため

の投資財源を圧迫する。このため、本市の職員の給与は、国の制

度を基準としながら常に見直しを実施してきた。今後も、国の制 

度に準拠しながらも、社会経済情勢や財政事情等も総合的に考慮

して、広く市民の理解が得られるよう適正に管理し、その概要を

毎年市民に公表する。 

① 職員の給与は、職務の複雑、困難、責任の程度等職責に応じ

  た給与体系である必要がある。このため、各給料表は合併を機

  に新たに整理を実施し国の制度を基本としているが、昇格基準

  やその他の諸制度についても、市民の納得と支持が得られるよ

  う運用を行っていく。 

  

 

 

任 期 付 職 員 採

用制度 

 高 度 の 専 門

的 知 識 や 優 れ

た 識 見 を 有 す

る 者 を 一 定 期

間 活 用 し て 遂

行 す る 必 要 の

あ る 業 務 に 従

事させる場合、

任 期 を 定 め て

採 用 す る こ と

ができる制度 
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②   高年齢職員の昇給抑制措置と、給料表の枠外職員の昇給に 

ついても、世代間の給与配分の適正化を図り、年功要素を縮 

小するため適切に運用していく。 

③   特殊勤務手当※は、類似市と比較して簡素化され、支給総額も 

 大幅に抑えられているが、引き続き情勢に応じた検討を実施して 

 いく。 

なお、退職手当、期末･勤勉手当等のその他の手当についても、 

原則として国の制度に準拠し、適正な水準を保つよう努める。 

④ 時間外(休日)勤務は、業務能率の効率化と職員の心身の健

康増進のため縮減していく。 

⑤ 旅費については、引き続き、出張目的、人員、出張地、行程等

その必要性、合理性を十分吟味して出張を命令するとともに、日当、

車賃の見直し、公用車利用の促進、各種割引制度の利用等によ

り、節減に努める。 

⑥ 福利厚生事業は、地方公務員法第42条に基づく職員の保健、

元気回復その他厚生に関する事業であるが、時々の社会情勢に

応じた見直しを行い、適正な執行管理に努める。 

 

 

 

 

 

特殊勤務手当 

 著しく危険、

不快、不健康又

は困難な勤務、

そ の 他 著 し く

特 殊 な 勤 務 を

行う場合で、給

与 上 配 慮 を 必

要 と す る 場 合

に 支 給 さ れ る

手当 
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３  人材育成の推進 

 効率的・効果的な行政運営を確保し、より少ない職員数でより大

きな効果を挙げるためには、自己啓発を奨励・支援しつつ、研修制

度を充実し、職員の資質の向上、能力開発を図ることが極めて重要

であるとの認識のもと、これを一層推進するため、人材育成基本方

針※を策定し、人材の育成を総合的、計画的に推進する。 

  (１) 職員研修の充実 

  次に掲げる職員研修を特に充実させる。 

 ① 市民の奉仕者であるという認識に立ち、公務員倫理の徹底を

図るとともに、費用対効果やスピード意識、成果重視の経営感

覚を持つように、職員の意識改革を図る研修 

  ②  地方分権の時代を迎え、地域にあった施策を企画する政策形成

能力や政策法務能力を高める研修など、自立（律）した自治体運

営を行うため必要な研修 

③ 管理職員の新たな課題に取り組む積極性、的確な判断力、部下

に対する指導力等のリーダーシップを育成する研修 

④ 職員の意欲や主体性を重視し、やる気のある職員の能力開発

を支援する自己啓発の一環として、専門的知識を中心に課題を

選択できる研修 

（２） 人事交流の促進 

職員の知識向上と意識改革を図り、市の重要課題や先進的施策に対

応できる人材の育成のため、国、県、他市、民間団体等との人事交流

を積極的に促進する。 

 

 

 

 

人 材 育 成 基 本

方針 

 職 員 の 能 力

開 発 を 効 果 的

に 推 進 す る た

め、人材の育成

の目的、方策等

を 明 確 に し た

基本方針 
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  (３) 職員提案制度、自主研究グループの活用 

 各課に１人配置している事務改善推進委員を中心に、事務事

業に対するざん新で建設的な意見の提案を奨励するとともに、

職員による自主研究グループの研究調査活動を育成・援助し、

積極的な政策への反映を図る。 
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４  電子自治体の推進 

 本市では、行政事務の高度化・効率化、市民サービスの向上を

図るため、近年急速な進歩を遂げつつあるＩＴ技術の利用拡大に

努め、今日まで、大きな成果を挙げてきた。今後は、政府の提唱

する「u-Japan構想※」及び「ＩＣＴ政策大綱※」を踏まえた次世

代の公共サービスの高度化を目指していかなければならない。 

  (１) 地域情報化計画の策定 

ＩＴ化を計画的、体系的に推進してきたところであるが、市民

サービスの向上に資するため、今後はＩＴ(情報通信技術)から一

歩進んだＩＣＴ(コミュニケーションの重要性を明確化した情報

通信技術)化を目指していく。これにより、いつでも、どこでも快

適なネット利用が可能となり、誰もが安心・安全に暮らせ、地域

や年齢を乗り越えた情報格差のない活力ある市域づくりを実現す

るため、中長期的な視点に立った地域情報化計画を策定する。 

 (２) 情報セキュリティの確保 

ＩＴ化を推進する中、個人情報保護条例や情報セキュリティポ

リシー(情報セキュリティ対策に関する基本方針)を定めて情報の

保護に努めているが、更に研修等を通じて職員のセキュリティに

対する意識を高める。 

(３) ＩＴ研修等の実施 

ＩＣＴ化を推進するに当たっては、職員の意識変革とＯＡ※機器

の活用能力の向上が極めて重要である。このため、職員を対象と

したＩＴ研修を計画的に実施するとともに、各課に情報化担当職

員(ＯＡリーダー)を養成、配置し、ＩＣＴ化に対する職員の正し

い理解と認識を深める。 

 

 

 

 

u-Japan 構想 

 2010 年にユ

ビ キ タ ス ネ ッ

ト 社 会 を 実 現

す る た め の 基

本 構 想 と し て
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Ｉ Ｃ Ｔ 政 策 大

綱 
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定。増大するコ
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「 ICT 政 策 大

綱」へ名称が変

更された。 

 

ＯＡ 
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ること。 
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また、市民の情報活用能力が向上し、ＩＣＴ化の恩恵を受けら

れるよう、市民を対象としたＩＴ講習を実施する。 

  (４) 電子自治体の推進 

① 合併前に、庁内ＬＡＮ※や地域公共ネットワークを整備し、

庁内グループウェア（電子メール、電子掲示板、会議室管理等）

や財務会計システム、住民情報システム、人事給与システム等

の諸システムを導入・活用しているが、今後も文書管理システ

ム、電子決裁等の新しいシステムを導入し、庁内事務はもとよ

り本庁と遠距離にある支所等の出先機関における事務の効率

化、迅速化を図る。 

② 地域公共ネットワークが整備されたことにより、各施設から

のテレビ会議システムによる行政相談や支所、住民センターで

の住民票・印鑑登録証明書・戸籍の即時交付サービス等を実施

しているが、今後も、住民サービス向上のため、税の証明書交

付等、同ネットワークを活用した新しいシステムの導入を推進

する。 

③ 現在のホームページを広域となった新市に対応するよう更に充実

させ、市の持つ情報を市民に積極的に提供するとともに、電子メー

ルにより、市長以下すべての部課職員が直接市民の意見を広く聴き、

これを行政に反映させる。 

④ 各種申請・届出等の様式を市のホームページに掲載し、家

庭や職場からインターネットにより取り出せるようにするこ

とで、様式を取得するためだけに市役所へ出向く必要をなく

す。更には、インターネットを利用した市税の申告、また、福

祉関係を初めとする各種電子申請・届出システムの構築を目指す。 
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⑤ 市民サービスの一層の推進を図るため、自動交付機を設置し、 

閉庁日や執務時間外においても住民票等の各種証明書を交付で 

きるよう、問題点を含め検討する。 
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５  財政の合理化・効率化 

 市税収入の低迷や三位一体の改革※で歳入の減少が予想される

中で、行政需要と時代に対応した新しい課題の実施等、歳出額の

増加する要素は大きく、本市の財政環境は、極めて厳しいものと

なっている。そのため、歳入面における財源の拡充強化と歳出面

での徹底的なシェイプアップを図らなければ、本市の財政収支は

均衡水準を保つことができない。 

 このため、次の視点から、財政運営の合理化・効率化に努める。 

  (１) 健全な財政運営の確保 

     中長期的な財政収支の見通しのもとに、財政基盤強化計画を立

て、これに基づいて毎年度の予算編成を行い、健全な財政規律、

財政運営の確保に努める。 

  (２) 財源の重点的・効率的執行 

     事務事業を再検討・評価し、合併協議における調整事項や新市

建設計画を踏まえ、新たな行政課題を含めて優先度を定め、限ら

れた財源の重点的・効率的な配分・執行を行う。 

管理職員はもとよりすべての職員は、厳しい財政状況を認識し、

漫然と前例に捕らわれることなく、コスト意識、経営感覚を取り

入れた行政運営を行わなければならない。 

(３) 経費の節減 

① 物件費、維持補修費等の経常的経費については、不断の節減

努力を継続する。 

② 特別会計※や企業会計※は、一般会計との負担を区分した独

立採算制が基本であり、経営の合理化・効率化、適正な受益者

負担により、その歳入で歳出を賄うべきである。この原則を前 
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提に、国民健康保険・老人保健・介護保険などの事業会計、下

水道事業などの準公営企業会計、水道事業などの公営企業会

計への繰出金を繰出基準内に抑制するよう努めることが必要で

ある。 

③ 公共事業は補助対象事業であるというだけで施行するのでは

なく、緊急性、将来への事業効果などを基に見直しを行い、有

利な財源の確保に努める。 

 (４) 補助金等の見直し 

 補助金や各種給付金は、特定行政目的の奨励、弱者救済等のた

めの手段として重要な機能を有しているが、その一方で、行政目

的を達成した後も既得権益化し、温存されやすい傾向にある。こ

のため、次のような視点で、補助金等の見直し、整理・合理化を

行う。 

①  目標水準を達成したものや補助の目的・効果の薄れた補助金 

はないか。これらの補助金の縮小、廃止はできないか。 

   ②  類似補助金の統合・メニュー化はできないか。 

   ③  整理できる零細補助金はないか。 

   ④  被補助団体(者)の自主自立を損ねていないか、自立できる代

替助成制度へ転換できないか。 

   ⑤  類似被補助団体(者)と比較をして優遇されていないか。 

   ⑥  補助の事務手続の簡素化は図れないか。 

なお、新規の補助金等は特に極力抑制するが、やむを得ず創設

  する場合には、原則事業補助に限り、補助目的・対象の明確化、

  終期の設定などをルール化する。 

また、要支援者に対する国・県の基準を上回る施策、市単独の 
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給付事業は、高度経済成長時代に国・県の不十分な施策・制度を 

補完するものではあったが、今日では付加的な高次元の過剰サー 

ビスとなっているものがある。このような事業は、少なくとも所 

得制限を設けるなどして縮小するか、廃止も含めて検討する。 

(５) 公共工事のコスト縮減 

公共工事は、計画手法、技術基準、設計方法等の工事工法や工

事発注方法を更に見直し、必要な機能、品質を確保しつつ、コス

トの縮減を図る。 

また、施設の長寿命化、照明・熱交換設備の省エネルギー化等

維持管理経費の節減についても考慮する。 

  (６) 市債管理の適正化 

市債残高の増加は、今後必要とされるインフラ整備を抑制する

だけではなく、次世代に大きな負担となる。このため、次のよう

な方策を講じ、市債を適切に管理しなければならない。 

   ① 市債残高の推移には、十分監視を行い、減債基金※により年度

間の財源調整を図るほか、優先化・重点化による公共事業等の

見直し・縮減などにより、毎年度の市債発行額を抑制し、市債

残高が予算規模の範囲内となるよう努める。 

②  起債に際しては、後年度に償還額が交付税に算入されるもの、 

金利・償還期間等の借入条件が有利なものその他良質な起債を 

利用し、起債制限比率や公債費比率の増加を抑制する。特に、 

起債制限比率は、14パーセント未満で推移するよう、起債発行 

額の抑制にも努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減債基金  

 地 方 債 の 償 還

及 び そ の 信 用 維

持 の た め に 設 け

られる基金  
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  (７) 資金運用の効率化 

   ① 歳計現金や基金の現金など公金の管理については、ペイオフ※

に留意しつつ、安全で効率的な運用を図る。 

②  年度間の財源調整や大規模な事業への対応等、健全かつ計画的な財 

政運営を図るため、基金の造成に努めるとともに、その有効活用によ

 り、借入金や市債残高の縮減、調整を図る。 

③ 一時借入金の利息と基金の預金の利息を対比し、有利であれ

ば、基金の現金を積極的に歳計現金に繰り替えて運用する。 

(８) 収納率(額)の向上 

自主財源の確保と公平性の観点から、市税（国保税を含む。）、

住宅使用料、上下水道使用料、介護保険料等の収納率の向上は、

重要な課題である。このため、歳入全般の口座振替の一層の推進

を図るとともに、人員の適正配置に努め、滞納者に対し細やかな

納付指導を行い、自主納付を促進する。また、一部事務組合※と

して発足予定の愛媛地方税滞納整理機構とも連携し、一層の収納

率の向上を目指す。 

(９) 使用料、手数料の見直し 

受益者からの適正な負担を求め、住民負担の公平性と自主財源

の確保を図るため、使用料・手数料は、行政コスト(原価)との均

衡を考えて３年ごとに見直しを行い、その適正化を図る。また、

受益者が特定され、個別的なサービスでありながら、料金を無料

とし、又は有料であっても減免を適用している使用料・手数料は

その妥当性を見直し、適正な受益者負担を求めるよう検討する。 

 なお、見直しに当たっては、公共性や社会的弱者に配慮すると 

ともに、コストの引下方法についても、検討を行う。 

 

 

 

 

ペイオフ 

 金 融 機 関 が 破

たんした場合、当

座預金等を除き、

預 金 保 険 機 構 が

一 金 融 機 関 ご と

に元金 1,000万円

と そ の 利 息 ま で

し か 保 証 し な い

制度 

 

 

 

 

 

 

 

一部事務組合  

 普 通 地 方 公 共

団体などが、その

事 務 の 一 部 を 共

同 処 理 す る た め

に 設 け る 地 方 公

共団体の組合  
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(１０) 遊休土地の活用 

保有効果を発揮していない遊休市有地については、活用策を検

    討した上で貸付けや売却処分などの措置を講じる。 

 また、事業実施までに期間のある土地は、できる限り有効な

  暫定活用を図る。 

(１１) バランスシート、行政コスト計算書の作成と活用 

行政は営利企業と本質が異なるものの、発生主義に基づいて

資産や負債、正味財産の状態を把握できるバランスシート※（貸

借対照表）、行政コスト計算書（損益計算書）を作成し、効率的・

合理的な財政運営の資料にするとともに、市民に市の財政事情を

経営的観点から分かりやすく公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
バランスシート 

 貸借対照表。一

定 の 時 点 に お け

る 財 政 状 態 を 明

確にするために、

資産、負債、資本

を 一 表 に 記 載 し

た報告書  

 
 


